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承第１号 

 

   専決処分の承認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。 

 

  令和６年６月３日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

専第１４号 

 

   瑞浪市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

瑞浪市税条例の一部を改正する条例の制定について、次のとおり専決処分す

る。 

 

  令和６年３月３０日 専決 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市税条例の一部を改正する条例 

瑞浪市税条例（昭和２９年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第５２条第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の

部分に次のただし書を加える。 

 ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らか
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であり、かつ、市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りで

ない。 

第５２条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」 

に改める。 

第７２条第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の

部分に次のただし書を加える。 

 ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該

当することが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認

める場合は、この限りでない。 

第７２条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」 

に改める。 

第１４１条の２第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記

以外の部分に次のただし書を加える。 

 ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいず

れかに該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必

要があると認める場合は、この限りでない。 

第１４１条の２第３項中「によって」を「により」に改める。 

附則第７条の４の次に次の４条を加える。 

（令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第７条の５ 令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の８第４項

及び第５項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和６年度分

特別税額控除額を、前年の合計所得金額が１，８０５万円以下である所得

割の納税義務者（次条及び附則第７条の７において「特別税額控除対象納

税義務者」という。）の第３３条、第３４条から第３５条の３まで、附則

第５条第２項、附則第７条第１項、附則第７条の３の２第１項、前条及び

附則第９条の２の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第３５条第２項、第４８条の５第

１項及び前条の規定の適用については、第３５条第２項及び前条中「附則

第５条の６第２項」とあるのは「附則第５条の６第２項及び第５条の８第

６項」と、第４８条の５第１項中「課した」とあるのは「附則第７条の５ 

第１項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」 
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とあるのは「の同項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」 

と、「、前々年中」とあるのは「、附則第７条の５第１項の規定の適用が

ないものとした場合における前々年中」とする。 

（令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例） 

第７条の６ 令和６年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知

書に記載すべき各納期の納付額については、第４２条の規定にかかわらず、

次に定めるところによる。 

（１） 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る

個人の市民税の額（前条第１項の規定の適用がないものとした場合に算

出される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。）、特別税額控除前

の普通徴収に係る個人の県民税の額（法附則第５条の８第１項及び第２

項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人

の県民税の額をいう。）及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額（ 

以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の

額」という。）からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴

収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額

を控除した額（以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特

別税額控除額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る

個人の住民税の額を４で除して得た金額（当該金額に１，０００円未満

の端数があるとき、又は当該金額の全額が１，０００円未満であるとき

は、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において

「分割金額」という。）に３を乗じて得た金額をその者の特別税額控除

前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額

（以下この項において「第１期分金額」という。）に満たない場合には、

当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第４１条第１項に規定

する第１期の納期（以下この項、次項及び次条第１項において「第１期

納期」という。）においてはその者の第１期分金額からその者の普通徴

収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそ

れぞれの納期においてはその者の分割金額とする。 

（２） 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特

別税額控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１
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期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税

通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期においてはないもの

とし、第４１条第１項に規定する第２期の納期（以下この項及び次条第

１項において「第２期納期」という。）においてはその者の第１期分金

額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税

に係る特別税額控除額を控除した額とし、第４１条第１項に規定する第

３期の納期（以下この項において「第３期納期」という。）及び同条第

１項に規定する第４期の納期（以下この項において「第４期納期」とい

う。）においてはその者の分割金額とする。 

（３） 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特

別税額控除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額以

上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じ

て得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべ

き各納期の納付額は、第１期納期及び第２期納期においてはないものと

し、第３期納期においてはその者の第１期分金額とその者の分割金額に

２を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に

係る特別税額控除額を控除した額とし、第４期納期においてはその者の

分割金額とする。 

（４） 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特

別税額控除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて

得た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき

各納期の納付額は、第１期納期、第２期納期及び第３期納期においては

ないものとし、第４期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市

民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環

境税の額の合算額とする。 

２ 令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から第４８条第１項の規定に

より普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。）を同

項の規定により普通徴収の方法によって徴収する場合については、前項の

規定は、適用しない。 

（令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例） 

第７条の７ 令和６年度分の個人の市民税に限り、第４８条の２第１項の規
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定により特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る 

個人の市民税（第３項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」 

という。）の額及び同条第２項の規定により普通徴収の方法によって徴収

すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額については、次に定

めるところによる。 

（１） 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る

個人の市民税の額（附則第７条の５第１項の規定の適用がないものとし

た場合に算出される第４８条の２第１項に規定する前年中の公的年金等

に係る所得に係る所得割額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う

森林環境税額を含む。以下この号及び第５号において同じ。）の合算額

（以下この号及び第５号において「年金所得に係る所得割額及び均等割

額の合算額」という。）をいう。以下この号及び第３項第１号において

同じ。）からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を

控除した額（以下この項及び第３項において「年金所得に係る個人の市

民税に係る特別税額控除額」という。）がその者の特別税額控除前の普

通徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人

の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（ 

特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額の２分の１に相当す

る額をいう。以下この号において同じ。）を控除した額をいう。以下こ

の号において同じ。）を２で除して得た金額（当該金額に１，０００円

未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が１，０００円未満である

ときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項にお

いて「第２期分金額」という。）をその者の特別税額控除前の普通徴収

に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項

において「第１期分金額」という。）に満たない場合には、第１期納期

及び第２期納期に普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る 

所得に係る個人の市民税の額（以下この項において「普通徴収対象税額」 

という。）並びに第４８条の３に規定する特別徴収対象年金給付の支払

をする際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に

係る個人の市民税の額（以下この項及び第３項において「特別徴収対象

税額」という。）は、第１期納期においてはその者の第１期分金額から
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その者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した

残額に相当する税額、第２期納期においてはその者の第２期分金額に相

当する税額、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日

までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市

民税の額を３で除して得た金額（当該金額に１００円未満の端数がある

とき、又は当該金額の全額が１００円未満であるときは、その端数金額

又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」とい

う。）に２を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係

る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項にお

いて「１０月分金額」という。）に相当する税額、同年１２月１日から

翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額

とする。 

（２） 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の

第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額に満たない場合には、

普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期における税額は

ないものとし、第２期納期においてはその者の第１期分金額とその者の

第２期分金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属

する年の１０月１日から１１月３０日までの間においてはその者の１０

月分金額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの

間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

（３） 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額がその者の第１期分金額とその者の第２期分金額との

合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金

額及びその者の１０月分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対

象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期における税

額はないものとし、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月

３０日までの間においてはその者の第１期分金額、その者の第２期分金

額及びその者の１０月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人

の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年１
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２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割金額に

相当する税額とする。 

（４） 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及び

その者の１０月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金

額、その者の第２期分金額、その者の１０月分金額及びその者の分割金

額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税

額は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年度の初日の属する年の１

０月１日から１１月３０日までの間における税額はないものとし、同年

１２月１日から翌年の１月３１日までの間においてはその者の第１期分

金額、その者の第２期分金額、その者の１０月分金額及びその者の分割

金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額を控除した残額に相当する税額、同年２月１日から３月３１日ま

での間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

（５） 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、そ

の者の１０月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、

普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期

並びに当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の１月３１日ま

での間における税額はないものとし、同年２月１日から３月３１日まで

の間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額

に相当する税額とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第４８条の４の規定の適用につい

ては、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属

する年の１０月１日から翌年の３月３１日までの間における当該特別徴収 

対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」 

とあるのは、「附則第７条の７第１項各号に規定する特別徴収の方法によ

って徴収すべき額」とする。 

３ 令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の

市民税の額（第１項の規定の適用があるものを除く。）については、次に

定めるところによる。 
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（１） 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市

民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第４

８条の５第１項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額

をいう。以下この号において同じ。）を３で除して得た金額（当該金額

に１００円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が１００円未満

であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この

項において「分割金額」という。）に２を乗じて得た金額をその者の特

別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相

当する金額（以下この項において「１０月分金額」という。）に満たな

い場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の１０月

１日から１１月３０日までの間においてはその者の１０月分金額からそ

の者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残

額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間にお

いてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

（２） 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額がその者の１０月分金額以上であり、かつ、その者の

１０月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別

徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３

０日までの間における税額はないものとし、同年１２月１日から翌年の

１月３１日までの間においてはその者の１０月分金額とその者の分割金

額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額を控除した残額に相当する税額、同年２月１日から３月３１日ま

での間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

（３） 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額がその者の１０月分金額とその者の分割金額との合計

額以上である場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する

年の１０月１日から翌年の１月３１日までの間における税額はないもの

とし、同年２月１日から３月３１日までの間においてはその者の第４８

条の５第２項の規定により読み替えられた第４８条の２第１項に規定す

る年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額とする。 
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４ 前項の規定の適用がある場合における第４８条の４の規定の適用につい

ては、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属

する年の１０月１日から翌年の３月３１日までの間における当該特別徴収 

対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」 

とあるのは、「附則第７条の７第３項各号に規定する特別徴収の方法によ

って徴収すべき額」とする。 

５ 令和６年度分の個人の市民税につき第４８条の６第１項の規定の適用が

ある場合については、前各項の規定は、適用しない。 

（令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第７条の８ 令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の１２第３

項及び第４項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和７年度

分特別税額控除額を、同条第３項に規定する特別税額控除対象納税義務者

の第３３条、第３４条から第３５条の３まで、附則第５条第２項、附則第

７条第１項、附則第７条の３の２第１項、附則第７条の４及び附則第９条

の２の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

附則第８条第２項中「前条」を「附則第７条の４」に改め、同条第３項中

「第３５条の３第１項」の次に「、附則第７条の５第１項及び前条」を加え、

「同項」を「第３５条の３第１項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」

に、「とする」を「と、附則第７条の５第１項中「前条」とあるのは「前条、

附則第８条第２項」と、前条中「附則第７条の４」とあるのは「附則第７条

の４、次条第２項」とする」に改める。 

附則第１０条の２中第１４項を削り、第１３項を第１４項とし、同条第１

２項中「附則第１５条第２５項第３号ハ」を「附則第１５条第２５項第４号

ハ」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第１１項中「附則第１５条第２

５項第３号ロ」を「附則第１５条第２５項第４号ロ」に改め、同項を同条第

１２項とし、同条第１０項中「附則第１５条第２５項第３号イ」を「附則第

１５条第２５項第４号イ」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第９項中

「附則第１５条第２５項第２号ハ」を「附則第１５条第２５項第３号ハ」に

改め、同項を同条第１０項とし、同条第８項中「附則第１５条第２５項第２

号ロ」を「附則第１５条第２５項第３号ロ」に改め、同項を同条第９項とし、

同条第７項中「附則第１５条第２５項第２号イ」を「附則第１５条第２５項
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第３号イ」に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項の次に次の１項を加

える。 

７ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は、７分の６とする。 

附則第１０条の２第１５項中「附則第１５条第３３項」を「附則第１５条

第３２項」に改める。 

附則第１０条の３第１４項を同条第１５項とし、同条第１３項中「附則第

７条第１７項」を「附則第７条第１８項」に改め、同項を同条第１４項とし、

同条第１２項中「附則第７条第１６項各号」を「附則第７条第１７項各号」

に改め、同項を同条第１３項とし、同条第１１項中「附則第７条第１１項各

号」を「附則第７条第１２項各号」に改め、同項を同条第１２項とし、同条

第１０項中「附則第７条第１０項各号に規定する」を「附則第７条第１１項

各号に掲げる」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第９項中「附則第７

条第９項各号」を「附則第７条第１０項各号」に改め、同項を同条第１０項

とし、同条第８項中「附則第７条第８項各号」を「附則第７条第９項各号」

に改め、同項を同条第９項とし、同条中第７項を第８項とし、第３項から第

６項までを１項ずつ繰り下げ、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 市長は、法附則第１５条の７第１項又は第２項の認定長期優良住宅のう

ち区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場合に

おいても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８

７号）第５条第４項に規定する管理者等から、法附則第１５条の７第３項

に規定する期間内に施行規則附則第７条第４項に規定する書類の提出がさ

れ、かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則第１５条の７第１項又は第２

項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわら

ず、同条第１項又は第２項の規定を適用することができる。 

附則第１１条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年

度から令和８年度まで」に改める。 

附則第１１条の２の見出し中「令和４年度又は令和５年度」を「令和７年 

度又は令和８年度」に改め、同条第１項中「令和４年度分又は令和５年度分」 

を「令和７年度分又は令和８年度分」に改め、同条第２項中「令和４年度適

用土地又は令和４年度類似適用土地」を「令和７年度適用土地又は令和７年
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度類似適用土地」に、「令和５年度分」を「令和８年度分」に改める。 

附則第１２条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年

度から令和８年度まで」に改め、同条第１項中「令和３年度から令和５年度

まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「（商業地等に係る令

和４年度分の固定資産税にあっては、１００分の２．５）」及び「（令和３

年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を

削り、同条第２項及び第３項中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和

６年度から令和８年度までの各年度分」に改め、同条第４項及び第５項中「 

令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改

める。 

附則第１２条の３の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和

６年度から令和８年度まで」に改め、同条中「地方税法等の一部を改正する

法律（令和３年法律第７号）附則第１４条」を「地方税法等の一部を改正す

る法律（令和６年法律第４号）附則第２１条第１項」に、「令和３年度から

令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改める。 

附則第１３条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年

度から令和８年度まで」に改め、同条中「令和３年度から令和５年度まで」

を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「。以下この条において同じ。 

」及び「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の

課税標準額）」を削る。 

附則第１５条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度

から令和８年度まで」に改め、同条第２項中「令和６年３月３１日」を「令

和９年３月３１日」に改める。 

附則第１６条の３第３項に次の１号を加える。 

（５） 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附

則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第１６条の３第１項の規定による市民税の所得

割の額」とする。 

附則第１６条の４第３項に次の１号を加える。 

（５） 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附

則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、
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「所得割の額並びに附則第１６条の４第１項の規定による市民税の所得

割の額」とする。 

附則第１７条第３項に次の１号を加える。 

（５） 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附

則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第１７条第１項の規定による市民税の所得割の

額」とする。 

附則第１８条第５項に次の１号を加える。 

（５） 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附

則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第１８条第１項の規定による市民税の所得割の

額」とする。 

附則第１９条第２項に次の１号を加える。 

（５） 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附

則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第１９条第１項の規定による市民税の所得割の

額」とする。 

附則第２０条第２項に次の１号を加える。 

（５） 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附

則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第２０条第１項の規定による市民税の所得割の

額」とする。 

附則第２０条の２第２項に次の１号を加える。 

（５） 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附

則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第２０条の２第１項の規定による市民税の所得

割の額」とする。 

附則第２０条の２第５項第３号中「山林取得金額」を「山林所得金額」に

改め、同項に次の１号を加える。 

（５） 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附

則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、
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「所得割の額並びに附則第２０条の２第３項後段の規定による市民税の

所得割の額」とする。 

附則第２０条の３第２項に次の１号を加える。 

（５） 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附

則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第２０条の３第１項の規定による市民税の所得

割の額」とする。 

附則第２０条の３第５項に次の１号を加える。 

（５） 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附

則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第２０条の３第３項後段の規定による市民税の

所得割の額」とする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の瑞浪市税条

例の規定中固定資産税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の固定資

産税について適用し、令和５年度分までの固定資産税については、なお従

前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和６年３月３１日までの間に新たに取得された

地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定に 

よる改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項において「旧法」 

という。）附則第１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電

設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた旧法附則

第１５条第３２項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所

内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。 
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承第２号 

 

   専決処分の承認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。 

 

  令和６年６月３日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

専第１５号 

    

瑞浪市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

瑞浪市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について、次のとおり専

決処分する。 

 

令和６年３月３０日 専決 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市都市計画税条例の一部を改正する条例 

瑞浪市都市計画税条例（昭和３２年条例第１号）の一部を次のように改正

する。 

附則第２項を削る。 

附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３３項」を「附則第１
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５条第３２項」に改め、同項を附則第２項とし、附則第４項を附則第３項と

する。 

附則第５項の前の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６ 

年度から令和８年度まで」に改め、同項中「令和３年度から令和５年度まで」 

を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和４年

度分の都市計画税にあっては、１００分の２．５）」及び「（令和３年度分

の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」を削り、

同項を附則第４項とする。 

附則第６項中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度から令和

８年度までの各年度分」に改め、同項を附則第５項とする。 

附則第７項中「附則第５項」を「附則第４項」に、「令和４年度分及び令

和５年度分」を「令和６年度から令和８年度までの各年度分」に改め、同項

を附則第６項とする。 

附則第８項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に、「附則第５項」を「附則第４項」に改め、同項を附則第７

項とする。 

附則第９項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に、「附則第５項」を「附則第４項」に改め、同項を附則第８

項とする。 

附則第１０項の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年

度から令和８年度まで」に改め、同項中「地方税法等の一部を改正する法律

（令和３年法律第７号）附則第１４条」を「地方税法等の一部を改正する法

律（令和６年法律第４号）附則第２１条第１項」に、「令和３年度から令和

５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、同項を附則第９

項とする。 

附則第１１項の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年

度から令和８年度まで」に改め、同項中「令和３年度から令和５年度まで」 

を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「。以下この項において同じ。 

」及び「（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の

課税標準額）」を削り、同項を附則第１０項とする。 

附則第１２項中「附則第５項及び第７項」を「附則第４項及び第６項」に、
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「附則第５項及び第８項」を「附則第４項及び第７項」に、「第６項、第８

項及び第９項」を「第７項及び第８項」に、「附則第８項、第９項」を「附

則第７項、第８項」に改め、同項を附則第１１項とする。 

附則第１３項中「第３１項から第３５項まで、第３９項若しくは第４６項」 

を「第３１項から第３４項まで、第３８項若しくは第４５項」に改め、同項

を附則第１２項とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の瑞浪市都市計画

税条例の規定は、令和６年度以後の年度分の都市計画税について適用し、

令和５年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

３ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた地方税法

等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定による改正

前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条第３２項に規定

する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する

固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 
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承第３号 
 
   専決処分の承認について 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。 
 
  令和６年６月３日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二 
 
 
専第１６号 
 
   瑞浪市地方活力向上地域における瑞浪市固定資産税の課税免除及び不

均一課税に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

瑞浪市地方活力向上地域における瑞浪市固定資産税の課税免除及び不均一課

税に関する条例の一部を改正する条例の制定について、次のとおり専決処分

する。 
 

  令和６年３月３０日 専決 
 
                   瑞浪市長 水 野 光 二 
 
 
   瑞浪市地方活力向上地域における瑞浪市固定資産税の課税免除及び不

均一課税に関する条例の一部を改正する条例 
瑞浪市地方活力向上地域における瑞浪市固定資産税の課税免除及び不均一
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課税に関する条例（平成２８年条例第７号）の一部を次のように改正する。 
第２条第１項中「令和６年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に改め

る。 
附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議第４２号 

 

瑞浪市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市税条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

令和６年６月３日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市税条例の一部を改正する条例 

瑞浪市税条例（昭和２９年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第３５条第１項中「若しくは金銭」を削り、同項第９号を次のように改め

る。 

（９） 所得税法第７８条第２項第４号に規定する公益信託の信託財産と

するために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金 

第６４条の３中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に、「準看護

師」を「准看護師」に、「臨床検査技士」を「臨床検査技師」に改める。 

附則第４条の２を削る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第３５条第

１項の改正規定及び附則第４条の２を削る改正規定並びに次条の規定は、

公益信託に関する法律（令和６年法律第３０号）の施行の日の属する年の

翌年の１月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３

条第１項の規定の適用がある場合における改正後の第３５条第１項（第９

号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同号中「寄附金」とあ

るのは、「寄附金（所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８
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号）附則第３条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる同

法第１条の規定による改正前の所得税法第７８条第３項の規定により特定

寄附金とみなされるものを含む。）」とする。 
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議第４３号 

 

瑞浪市子ども・子育て会議条例等の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

瑞浪市子ども・子育て会議条例等の一部を改正する条例を次のように制定

するものとする。 

 

令和６年６月３日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

瑞浪市子ども・子育て会議条例等の一部を改正する条例 

（瑞浪市子ども・子育て会議条例の一部改正） 

第１条 瑞浪市子ども・子育て会議条例（平成２５年条例第２３号）の一部

を次のように改正する。 

  第１条中「第７２条第１項」の次に「及びこども基本法（令和４年法律

第７７号）第１３条第３項」を加える。 

第２条第３号を次のように改める。 

（３） 瑞浪市こども計画（こども基本法第１０条第２項に基づき瑞浪

市が策定するこども計画をいう。）に関して審議し、意見を述べるこ

と。 

（瑞浪市附属機関設置条例の一部改正） 

第２条 瑞浪市附属機関設置条例（平成２８年条例第２３号）の一部を次の

ように改正する。 

別表市長の部中瑞浪市次世代育成支援対策地域協議会の項を削る。 

 （瑞浪市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第３条 瑞浪市非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５

５年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  別表中「次世代育成支援対策地域協議会委員」を削る。 
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附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第４４号 

 

瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

令和６年６月３日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

  

    

瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

第２９条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「

３０人」を「２５人」に改める。 

第３１条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「

３０人」を「２５人」に改める。 

第４４条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「

３０人」を「２５人」に改める。 

第４７条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「

３０人」を「２５人」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  

 

-23-



議第４５号 

 

   瑞浪市介護保険法に基づき地域包括支援センターの設置者が遵守すべ

き基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市介護保険法に基づき地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基

準に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

  令和６年６月３日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

瑞浪市介護保険法に基づき地域包括支援センターの設置者が遵守すべ

き基準に関する条例の一部を改正する条例 

 瑞浪市介護保険法に基づき地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基

準に関する条例（平成２６年条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項各号列記以外の部分を次のように改める。 

 １の地域包括支援センターが担当する区域における第１号被保険者（法

第９条第１号に規定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の数がおお

むね３，０００人以上６，０００人未満ごとに置くべき専らその職務に従

事する常勤の職員の員数（地域包括支援センター運営協議会（指定居宅サ

ービス事業者等（法第２２条第３項に規定する指定居宅サービス事業者等

をいう。）又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者

又は第１号被保険者若しくは第２号被保険者の代表者、地域住民の権利擁

護を行い、又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又

は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市が

適当と認める者により構成されるものをいう。以下同じ。）が第１号被保

険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると

認めるときは、常勤換算方法（当該地域包括支援センターの職員の勤務延

時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間
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数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の

職員の員数に換算する方法をいう。）によることができる。次項において

同じ。）は、原則として次のとおりとする。 

第２条第１項第３号中「主任介護支援専門員（」の次に「介護支援専門員

であって、」を加え、「修了した者であって、当該研修又は同項第２号に規

定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して５年を超えな

い期間ごとに主任介護支援専門員更新研修を修了した者」を「修了したもの

（当該研修を修了した日（以下「修了日」という。）から起算して５年を経

過した者にあっては、修了日から起算して５年経過するごとに、当該経過す

る日までの間に、同項第２号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了

している者に限る。）」に改め、同条第２項中「前項の規定」を「第１項の

規定」に改め、「（指定居宅サービス事業者等（法第２２条第３項に規定す 

る指定居宅サービス事業者等をいう。）又はこれらの者に係る団体の代表者、 

居宅サービス等の利用者又は第１号被保険者若しくは第２号被保険者の代表

者、地域住民の権利擁護を行い、又は相談に応ずる団体等の代表者、地域に

おける保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実 

情を勘案して市が適当と認める者により構成されるものをいう。以下同じ。） 

」を削り、同項の表中「前項各号」を「第１項各号」に、「前項第１号」を

「第１項第１号」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１

項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会が地域包括

支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支

援センターが担当する区域を１の区域として、当該区域内の第１号被保険

者の数について、おおむね３，０００人以上６，０００人未満ごとに前項

各号に掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置

することにより、当該区域内の１の地域包括支援センターがそれぞれ前項

の基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の１の地域包

括支援センターに置くべき常勤の職員の員数の基準は、前項各号に掲げる

者のうちから２人とする。 

   附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （瑞浪市介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係

る基準に関する条例の一部改正） 

２ 瑞浪市介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係

る基準に関する条例（平成２６年条例第３６号）の一部を次のように改正

する。 

  第１３条第１号中「第２条第２項」を「第２条第１項」に改める。 
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議第４６号 

 

   瑞浪市積立基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市積立基金条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

 

  令和６年６月３日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

瑞浪市積立基金条例の一部を改正する条例 

瑞浪市積立基金条例（平成９年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

    

 

   

 

 

                               

 

 

 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

瑞浪市公共施設

整備基金 

 公共施設整備の資金に充てるため 

瑞浪市農業活性

化推進基金 

 農業活性化推進のための企画・調査

及び特産物開発等の経費に充てるため 

瑞浪市公共施設

整備基金 

 公共施設整備の資金に充てるため 

を 

に改める。 

「 

」 

「 

別表中  

」 
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議第４７号  
 

   瑞浪市固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて 

 

瑞浪市固定資産評価員に次の者を選任したいので、地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第４０４条第２項の規定により議会の同意を求める。 

 

  令和６年６月３日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

氏   名 住        所 生 年 月 日 

工 藤 嘉 高 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
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議第４８号 
 

財産の取得について 
 

次のとおり財産を取得したいので、瑞浪市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第８号）第３条の規定に

より、議会の議決を求める。 
 

令和６年６月３日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二 
 
 
１ 取得する財産  コンバーチブル型ノートパソコン １０１台 
          ノートパソコン ２５５台 
          デスクトップパソコン ４８台 
２ 取 得 の 方 法  一般競争入札 
３ 取 得 金 額  ５９，０１５，０００円 
４ 取得の相手方  瑞浪市一色町４丁目１３番地 
          株式会社中央ビジネス 
          代表取締役 桑 原 一 平 
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議第４９号 

 

岐阜県後期高齢者医療広域連合の処理する事務及び規約の変更につい

て 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定によ

り、岐阜県後期高齢者医療広域連合の処理する事務を変更し、規約を次のよ

うに変更することについて、同法第２９１条の１１の規定により議会の議決

を求める。 

 

令和６年６月３日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

岐阜県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約 

岐阜県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年岐阜県指令市町村第１２

６３号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に改める。 

附 則 

この規約は、令和６年１２月２日から施行する。 
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議第５０号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  令和６年６月３日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１６９４ 虫塚１号線 
土岐町字虫塚１０７７番５地先 

土岐町字虫塚１０６９番４地先 
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議第５１号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  令和６年６月３日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１６９５ 上馬場１号線 
稲津町小里字上馬場１２３番６地先 

稲津町小里字上馬場１１５番２地先 
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議第５２号 

 

   工事請負契約の締結について 

 

次のとおり工事請負契約の締結をしたいので、瑞浪市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第８号）第２

条の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和６年６月３日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 契 約 の 目 的  東濃５市消防指令センター建設工事（建築工事） 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

３ 契 約 金 額  ３９８，２００，０００円 

４ 契 約 の 相 手 方  瑞浪市和合町１丁目２番地 

           株式会社中島工務店 瑞浪支店 
           取締役支店長 武 田 省 司 
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議第５３号 

 

   工事請負契約の締結について 

 

次のとおり工事請負契約の締結をしたいので、瑞浪市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第８号）第２

条の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和６年６月３日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 契 約 の 目 的  東濃５市消防指令センター高機能消防指令システム

設置工事（５市共通分） 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

３ 契 約 金 額  ３９７，５４０，０００円 
４ 契 約 の 相 手 方  恵那市大井町字土々ケ根２６２８番地の９ 

中央電子光学株式会社 東濃支店 

支店長 土 本 裕 志 
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議第５４号 

 

   工事請負契約の締結について 

 

次のとおり工事請負契約の締結をしたいので、瑞浪市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第８号）第２

条の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和６年６月３日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 契 約 の 目 的  東濃５市消防指令センター高機能消防指令システム

設置工事（個別分瑞浪市） 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

３ 契 約 金 額  １６０，６００，０００円 
４ 契 約 の 相 手 方  恵那市大井町字土々ケ根２６２８番地の９ 

中央電子光学株式会社 東濃支店 

支店長 土 本 裕 志 
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議第５５号 
 

令和６年度瑞浪市一般会計補正予算（第２号） 
 
 令和６年度瑞浪市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３１６，０００千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９，３６７，０００

千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和６年６月３日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

15 国 庫 支 出 金 ２，２３５，８５１ ３１６，０００ ２，５５１，８５１

2 国庫補助金 ７２８，１２６ ３１６，０００ １，０４４，１２６

歳　　入　　合　　計 １９，０５１，０００ ３１６，０００ １９，３６７，０００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 総 務 費 １，９７４，５３８ ２１３，０００ ２，１８７，５３８

1 総務管理費 １，６２２，４０７ ２１３，０００ １，８３５，４０７

3 民 生 費 ５，８５９，１３７ １０３，０００ ５，９６２，１３７

1 社会福祉費 ３，０２５，４７５ １０３，０００ ３，１２８，４７５

歳　　出　　合　　計 １９，０５１，０００ ３１６，０００ １９，３６７，０００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第５６号 
 

令和６年度瑞浪市一般会計補正予算（第３号） 
 
 令和６年度瑞浪市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９３，５００千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９，４６０，５００千

円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
（債務負担行為の補正） 

第２条 既定の債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」によ

る。 
 

令和６年６月３日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

15 国 庫 支 出 金 ２，５５１，８５１ １，６００ ２，５５３，４５１

1 国庫負担金 １，４９８，３９４ １，６００ １，４９９，９９４

19 繰 入 金 １，５２２，８５８ ２８，９００ １，５５１，７５８

1 基金繰入金 １，４７７，３６１ ２８，９００ １，５０６，２６１

21 諸 収 入 ９１１，６４５ ６３，０００ ９７４，６４５

4 雑 入 ３７５，４０５ ６３，０００ ４３８，４０５

歳　　入　　合　　計 １９，３６７，０００ ９３，５００ １９，４６０，５００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 総 務 費 ２，１８７，５３８ ２，５００ ２，１９０，０３８

1 総務管理費 １，８３５，４０７ ２，５００ １，８３７，９０７

4 衛 生 費 ２，１３６，６１１ ８７，９００ ２，２２４，５１１

1 保健衛生費 ５３９，２０９ ８７，６００ ６２６，８０９

3 環 境 費 １４４，８９０ ３００ １４５，１９０

7 商 工 費 ５２８，３６８ ２，４００ ５３０，７６８

1 商 工 費 ５２８，３６８ ２，４００ ５３０，７６８

13 諸 支 出 金 ６２５，０２３ ７００ ６２５，７２３

1 公営企業費 ６２５，０２３ ７００ ６２５，７２３

歳　　出　　合　　計 １９，３６７，０００ ９３，５００ １９，４６０，５００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為 補 正

（追　加） （単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和６年度から
令和９年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄 附 金 寄 附 額 の 6 ％ に
消 費 税 相 当 額 を 加 え た 額

令和７年度から
令和９年度まで

３,９１５

令 和 ７ 年 度 ５６,０００

事　　　　　　　　　　項

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金 支 援 業 務 委 託 料

自 然 ふ れ あ い 館 指 定 管 理 料 （ 観 光 交 流 事 業 分 ）

橋 梁 撤 去 費 負 担 金
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議第５７号 

 

令和６年度瑞浪市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 令和６年度瑞浪市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和６年度瑞浪市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３

条中収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科   目）  （既決予定額）  （補正予定額）  （計） 

             収      入 

 第１款 水道事業収益 1,137,600千円    700千円  1,138,300千円 

   第２項  営業外収益    217,177千円     700千円    217,877千円 

             支      出 

 第１款 水道事業費用 1,122,600千円     700千円  1,123,300千円 

  第１項 営業費用  1,055,694千円     700千円   1,056,394千円 

 （他会計からの補助金） 

第３条 予算第９条中「７３，５５１千円」を「６７，２５１千円」に改め

る。 

  

  令和６年６月３日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    
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